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策日本大緩災復興対策担当

内閣府特命担当大臣

平野達男 機

f家信本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に鎚ずる法律j

で定める f特定被災総方公共関体jの指定者?求める婆墓

J!f草書())]震 13*大震災におきましては、災5撃f産婦?とど尽力をいただき、浮く御乳母請しょげ

ゑナ匂

いたしましたが、当地域におき設しでも多ial伊丹が緩1，4さで、来阪本大震災の発盆から

大な敏幸容な受けお災害復!おに係る費用もを夢微になることが予想されるなか、現在閣の3特定
安去をけながら、災害復旧を行っているところでご5い京す。

そのようななか、現段階では「東日本大幾災に対処するための特別の財政援助及び助成

に関する法律Jで定める「特定被災地方公共間体!の指定がなされていないことから、多

似の一般財源を投入しなければならない状況にあ哲ますa

つきましては、|特定被災地方公共間体Jの綴定を受けることによ号、安心して災察後お

に緩徐できること、きちには射殺の僚会化および俊民サーどスを維持するためにも、なに

とぞま緩まきをとお願いするものでごぎいますa

お

近隣市町村がすべて指定されていることから、 f来日本大震災に対処するための特別の財

政援助及び助成に関する主主律j で定める f特定被災地方公共団体Jへの指定安強〈損害録す

るものでございます。
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